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定について ················································ 10

議案第16号 倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付要綱の制定について·· 16

５ 協議事項

（１）第３期教育振興基本計画骨子（施策体系図）（案）について············ 22

６ 教育長報告

７ 報告事項

各課報告（別紙）

７ その他

８ 閉 会



議案第１０号

令和元年度教育費補正予算について

次のとおり、令和元年度教育費補正予算を要求することについて、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定により、本委員会の意見を求める。

令和２年３月２３日提出

倉吉市教育委員会教育長 小椋 博幸

(案)
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議案第１１号

令和２年度倉吉市の教育方針と重点施策について

令和２年度倉吉市の教育方針と重点施策を別紙のとおり定めることについて、本委員会の承

認を求める。

令和２年３月２３日提出

倉吉市教育委員会教育長 小椋 博幸
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倉吉市教育の創造

・第２期倉吉市教育振興基本計画の進ちょく管理（５年計画の５年目）・働き方改革の推進

・倉吉市教育委員会の活性化（教育に関する事務の点検・評価の推進、総合教育会議、学校・公民館訪問）

・「倉吉市立小学校適正配置推進計画」に基づく学校再編の推進（各地区協議会での課題の明確化とその対応）

・教育環境の整備充実（小中学校ICT情報機器整備、屋内運動場避難所整備、上小鴨小広瀬分校解体、西中更衣

室外修繕、教材備品整備、高校生通学費助成、）

学校教育基本方針

豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成

～自ら学び、たくましく生きる～

社会教育基本方針

倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進

～いつでも どこでも だれでも ともに学び 地域力を育む～

～行きたい学校・

帰りたい家庭・

住みたい地域～
令和２年度 倉吉市の教育方針と重点施策（案）

倉吉に誇りと愛着を持つ子どもの育成

・倉吉独自の教材の活用（くらよし風土記等の活用）

・地域の人・もの・ことがらに触れる教育活動の推進

・倉吉らしさを取り入れた教育活動の実施（ふるさと学習）

学力向上の推進

・学力向上推進（小・中連携教育の推進、合同研修会）

・主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

(教職員の指導力向上)

・細やかな指導を行う体制づくり（少人数学級･教員加配）

・小学校外国語教科化・プログラミング教育の対応

（ALT配置、ICT指導員の活用（研修会））

家庭・地域と連携した開かれた学校づくり

・地域学校委員会の充実 地域学校協働活動推進事業

・学校支援ボランティアの拡充

地域力を育む社会教育の推進

・学習内容の充実、学習成果の還元(人材銀行、生涯学習講座)

・専門・実践的な高等教育の提供（鳥大、看護大・短大等連携）

・成人教育の推進（成人式実行委員会等）

支えあう人づくり・輝くまちづくり

・地域を支える人づくりの推進（中高生の活躍、地域発掘）

・青少年の健全育成と青少年団体の育成支援

・次世代育成のための体験活動の推進（放課後子ども教室）

公民館活動の推進

・学習の質の向上と学習成果の活用（地域連携、研究部会）

・人づくり・地域づくりの推進（公民館研究指定事業）

・安全安心な施設整備（明倫北側外壁修繕・成徳非常用照明他）

豊かな心を育む図書館づくりの推進

・図書館資料の収集提供、農業支援・中高校生等の利用促進

・読書活動の推進（ブックスタート・子育て講演会等）

・山上憶良短歌募集 ・WiFi環境の整備

親しみ学ぶ機会を提供できる博物館

・郷土の文化芸術、伝統文化を学べる場の提供

・トリエンナーレ美術賞（第10回菅楯彦大賞展）・平山郁夫展

・地域の文化資源活用（博物館講座、自然ウォッチング開催）

よりよい倉吉教育をめざして

・特別支援教育の充実（元気はつらつプラン）

・幼保小連携の充実（教育課程の接続）

・家庭教育に関する就学前からの継続的な保護者啓発・支援

・教育助成の充実（就学援助事業の周知と適切な執行）

体育・スポーツの振興

・市民のスポーツ活動支援（市民体育大会、全国大会補助他）

・体育施設の整備充実（ラグビー場移設・庭球場人工芝改修他）

・大規模スポーツ大会支援（駅伝、相撲他）

学校給食の充実、食育の推進

・栄養教諭等による食に関する指導、食物アレルギー対応の

推進、衛生管理の徹底、施設･設備の維持管理

豊かな心とたくましい体の育成

・道徳教育・人権教育の充実

・特別活動の充実（乳幼児ふれあい事業）

・キャリア教育の充実（職場体験）

・いじめを許さない学校体制づくり

・問題行動、不登校の未然防止・早期対応（合同研修会）

・相談体制の充実（教育心理士育成講座）

・読書活動の推進

・学校体育、健康教育及び学校保健、安全教育の充実

有形・無形の歴史的な資産の保存と活用

・伝建地区の災害復旧・保護（修理・修景事業）

・指定文化財の整備・保護（小川家・桑田家・大日寺仏像）

・埋蔵文化財の発掘調査（大谷工業団地）

【教育理念】

豊かな心を持ち、個性を発揮する人づくり

【教育目標】

・幅広い知識を身に付け、豊かな心を培い、健やかな体を養う。

・個性を尊重し、創造性を培い、自律性・自主性を養う。

・社会の一員として、参画し寄与する態度を養う。

・自然を大切にし、伝統と文化を尊重する態度を養う。

・郷土を愛し、他人や他の地域を尊重する態度を養う。

“くらしよし”ふるさとビジョン

【将来都市像】

愛着と誇り 未来いきいき

みんなでつくる倉吉

【教育・文化・コミュニティ】

活力に満ち、豊かな心と文化が息づくま

ち倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦

略

教育基本法

・人格の完成と、社会の形

成者としての国民の育成

学校教育法

社会教育法

図書館法

文化財保護法

博物館法
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議案第１２号

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について

次のとおり学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱することについて、学

校保健安全法（昭和 33年法律第 56号）第 23条の規定により、本委員会の承認

を求める。

令和２年３月２３日提出

倉吉市教育委員会教育長 小椋 博幸
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委嘱期間　自

至

学校名 学校医 学校歯科医 学校薬剤師 耳鼻科医 眼科医 備考

倉吉市上井
東伯郡湯梨浜
町田後

三朝町大瀬 米子市上福原
倉吉市上井町
一

岡本　賢 倉繁雅弘 中塩友一 山崎愛語 森廣敬一

倉吉市伊木
倉吉市福庭町
一

倉吉市福光 米子市上福原 瀬崎町

遠藤　充 岸田宗丈 生田麗 山崎愛語 野島病院(委託)

倉吉市新町三
倉吉市清谷町
一

倉吉市北野
倉吉市東昭和
町

倉吉市上井町
一

松田　隆 濵吉淳一 清水章世 県立厚生病院(委託) 森廣敬一

倉吉市上井 倉吉市明治町
倉吉市海田西
町二

倉吉市東昭和
町

倉吉市新陽町

坂本恵理 森本英嗣 富盛裕司 県立厚生病院(委託) 井東弘子
倉吉市昭和町
一

倉吉市幸町 倉吉市昭和町
倉吉市昭和町
一

倉吉市新陽町

岡本博文 山本剛志 小林千里 石津吉彦 井東弘子
倉吉市西倉吉
町

倉吉市秋喜 倉吉市八幡町
倉吉市昭和町
一

瀬崎町

大石一康 近豊浩 加藤美加 石津吉彦 野島病院(委託)

倉吉市福山
東伯郡北栄町
下神

倉吉市東町
倉吉市昭和町
一

瀬崎町

安梅正則 岡本貴史 西尾琢也 石津吉彦 野島病院(委託)

倉吉市西倉吉
町

倉吉市清谷町
一

倉吉市清谷町
一

倉吉市昭和町
一

倉吉市葵町

大石一康 柴田和幸 齋尾裕紀 石津吉彦 松井寛　

倉吉市福山 倉吉市西町 倉吉市八幡町
倉吉市昭和町
一

瀬崎町

安梅正則 熊野秀子 米田恭子 石津吉彦 野島病院(委託)

倉吉市西倉吉
町

倉吉市秋喜 倉吉市上灘町
倉吉市昭和町
一

瀬崎町

大石一康 桑名慎太郎 忌部美里 石津吉彦 野島病院(委託)

倉吉市清谷町
一

倉吉市幸町
東伯郡北栄町
江北

倉吉市昭和町
一

瀬崎町

濵吉　麻里 明島淳吾 加川教史 石津吉彦 野島病院(委託)

倉吉市西倉吉
町

倉吉市井手畑 倉吉市福庭 米子市上福原 瀬崎町

大石一康 王秀樹 山田邦嗣 山崎愛語 野島病院(委託)

倉吉市福山
倉吉市関金町
関金宿

北栄町亀谷
倉吉市東昭和
町

倉吉市葵町

安梅正則 小川育成 田中靖章 県立厚生病院(委託) 松井寛　

学校名 学校医 学校歯科医 学校薬剤師 耳鼻科医 眼科医 備考

倉吉市昭和町
一

倉吉市昭和町
一

倉吉市昭和町
一

倉吉市新陽町

岡本博文 木本達己 石津八重美 井東弘子
倉吉市西倉吉
町

倉吉市生田 倉吉市福守町 瀬崎町

大石一康 花池泰徳 植田克己 野島病院(委託)

倉吉市新町三
倉吉市福庭町
二

倉吉市上灘町 瀬崎町

森脇良太 河﨑一寿 忌部義夫 野島病院(委託)

倉吉市堺町二
倉吉市みどり
町

倉吉市八幡町 瀬崎町

西田法孝 林秀昭 加藤圭二 野島病院(委託)

倉吉市福山 倉吉市東町
倉吉市米田町
二

倉吉市葵町

安梅正則 山本回 中尾宗彦 松井寛　

令和2年度 学校医・学校歯科医・学校薬剤師・耳鼻科医・眼科医名簿
令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月31日

西郷小学校

河北小学校
眼 科 医 
寺坂祐樹

明倫小学校
耳鼻科医 
橋本好充

成徳小学校
耳鼻科医 
橋本好充

上灘小学校

小鴨小学校
眼 科 医 
寺坂祐樹

上小鴨小学校
眼 科 医 
寺坂祐樹

北谷小学校

高城小学校
眼 科 医 
寺坂祐樹

社 小 学 校
眼 科 医 
寺坂祐樹

灘手小学校
眼 科 医 
寺坂祐樹

上北条小学校
眼 科 医 
寺坂祐樹

関金小学校
耳鼻科医 
橋本好充

東 中 学 校

西 中 学 校
眼 科 医 
寺坂祐樹

久米中学校
眼 科 医 
寺坂祐樹

河北中学校
眼 科 医 
寺坂祐樹

鴨川中学校

小
学
校

中
学
校
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議案第１３号

倉吉市地域学校委員会委員の任命について

次のとおり倉吉市地域学校委員会の委員を任命することについて、倉吉市立小学校及

び中学校管理規則（昭和 43年倉吉市教育委員会規則第３号）第 36条の規定により、

本委員会の承認を求める。

令和２年３月２３日提出

倉吉市教育委員会教育長 小椋 博幸
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議案第１４号

倉吉市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について

次のとおり倉吉市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正することについて、本委員会の承認を

求める。

令和２年３月２３日提出

倉吉市教育委員会教育長 小椋 博幸
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倉吉市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について

【改正理由】

倉吉市就学指導委員会条例を改正し、「就学指導」を「就学支援」と改めることに伴い、倉吉市教育

委員会事務局等組織規則に所要の改正を行うものです。

また、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成29年法律第29号）が令和２年４月

１日に施行されることに伴い、会計年度任用職員の関係規定を改めるものです。

【改正要旨】

１ 通学支援に関することを追加することとした。 （第６条関係）

２ 就学指導委員会の名称を改めることとした。 （第６条関係）

２ 会計年度任用職員の取扱いについては、倉吉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例及び倉吉市会計年度任用職員の取扱に関する規則の例によることとした。（第24条第３項関係）

３ 一般職非常勤職員の取扱いに関する規定を削ることとした。 （旧第24条第４項関係）

４ この規則は、令和２年４月１日から施行することとした。 （附則関係）
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倉吉市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則

倉吉市教育委員会事務局等組織規則（平成24年倉吉市教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「削除項」という。）を削る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除項を除く。以下「改正部分」という。）を改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

改正後 改正前

第６条 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりと

する。

第６条 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりと

する。

課 分掌事務 課 分掌事務

教育総

務課

１～27 略

28 通学支援に関すること。

29 略

30 略

教育総

務課

１～27 略

28 略

29 略

学校教

育課

１～14 略

15 就学支援委員会に関するこ

と。

16～21 略

学校教

育課

１～14 略

15 就学指導委員会に関するこ

と。

16～21 略

略 略

２ 略 ２ 略

（準用規定） （準用規定）

第24条 略 第24条 略

２ 略 ２ 略

３ 会計年度任用職員の取扱いについては、倉吉市

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例（令和元年倉吉市条例第５号）及び倉吉市会計

年度任用職員の取扱に関する規則（令和２年倉吉

市規則第●号）の例による。

３ 臨時的任用職員の取扱いについては、倉吉市臨

時的任用職員の取扱規程（平成17年倉吉市訓令第

２号）の例による。

４ 非常勤職員（職員の勤務時間、休暇等に関する

条例（平成７年倉吉市条例第２号）第２条第２項

に規定する育児短時間勤務職員及び同条第３項に

規定する短時間勤務職員を除く。）の取扱いにつ

いては、倉吉市一般職非常勤職員の取扱規程（平

成27年倉吉市訓令第１号）及び倉吉市特別職非常

勤職員の取扱規程（平成17年倉吉市訓令第３号）

の例による。
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議案第１５号

倉吉市立小中学校の教育職員の業務量等の管理に関する規則の制定について

次のとおり倉吉市立小中学校の教育職員の業務量等の管理に関する規則の制定について、本委員会

の承認を求める。

令和２年３月２３日提出

倉吉市教育委員会教育長 小椋 博幸
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倉吉市立小中学校の教育職員の業務量等の管理に関する規則の制定について

【制定理由】

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律」（令和元

年法律第72号）が令和元年12月11日に公布され、令和２年４月１日から一部施行されます。これを受

けて鳥取県は「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例」の改正を行い、

教育職員の服務を監督する教育委員会は、その所管に属する学校の教育職員の在校等時間の上限等に

関する方針を教育委員会規則等において定めることとされたことから、倉吉市立小中学校の教育職員

の業務量等の管理に関する規則を制定するものです。

【制定要旨】

１ 趣旨を定めることとした （第１条関係）

２ 在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の上限を定めることとした （第２条関係）

３ この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定めることとした

（第３条関係）

４ この規則は、令和２年４月１日から施行することとした。 （附則関係）
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倉吉市立小中学校の教育職員の業務量等の管理に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和46

年鳥取県条例第50号）第７条の規定に基づき、倉吉市立小中学校の教育職員（公立の義務教育諸学

校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和46年法律第77号。以下「法」という。）第２条第

２項に規定する教育職員をいう。以下同じ。）が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業

務の量その他倉吉市立小中学校の教育職員の健康及び福祉の確保に関する事項の管理のために必要

な措置について定めるものとする。

（在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の上限）

第２条 教育委員会は、倉吉市立小中学校の教育職員の在校等時間（公立学校の教育職員の業務量の

適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の件項及び福祉の確保を図るた

めに講ずべき措置に関する指針（令和２年文部科学省告示第１号）に規定する在校等時間をいう。

以下同じ。）から所定の勤務時間（法第６条第３項各号に掲げる日（代休日が指定された日を除く。）

以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。）を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限

の範囲内とするため、倉吉市立小中学校の教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。

(１) １月について45時間

(２) １年について360時間

２ 教育委員会は、倉吉市立小中学校の教育職員が児童生徒等に係る通常予見されない業務の量の大

幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前

項の規定にかかわらず、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び

月数の上限の範囲内とするため、倉吉市立小中学校の教育職員の業務の量の適切な管理を行うもの

とする。

(１) １月について100時間未満

(２) １年について720時間

(３) １月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１月、２月、３月、４月及び５月の期間を

加えたそれぞれの期間において１月当たりの平均時間について80時間

(４) １年のうち１月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数

について６月

（その他の事項）

第３条 この規則に定めるもののほか、倉吉市立小中学校の教育職員の業務の量その他倉吉市立小中

学校の教育職員の健康及び福祉の確保に関する事項の管理のために必要な事項については、教育委

員会が別に定める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。
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倉吉市立小中学校の教職員の勤務時間の上限に関する方針（案）

令和 年 月 日

倉吉市教育委員会

１ 趣旨

学校を取り巻く環境が複雑・多様化し、学校の役割が増大している中、子どもたちの主体的・対話的で深い

学びを推進するなど、より一層の教育活動の充実が求められる一方で、様々な社会の要請に応える中で、学校

現場の教職員の業務も肥大化し、長時間勤務の常態化が全国的に問題となっている。

そのような中、教職員の業務負担の軽減を図り、限られた時間の中で、教職員の専門性を生かしつつ、授業

改善のための時間や児童生徒等に接する時間を十分確保し、教職員が培ってきた学校教育の蓄積と向かい合っ

て自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、教職員の人間性や創造性を高

め、児童生徒等に対して効果的な教育活動を持続的に行うことのできる状況を作り出す。これが「学校におけ

る働き方改革」のめざすところである。

文部科学省は、中央教育審議会における「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築

のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」の審議を踏まえ、平成３１年１月に学校に

おける働き方改革の総合的な方策の一環として、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」

（以下「ガイドライン」という。）を策定し、令和２年１月に「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理そ

の他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関す

る指針」が公示され、服務監督権者である各教育委員会に対し本指針を参考に所管内の公立学校の教職員の勤

務時間の上限に関する方針等を策定するよう求めている。

ついては、倉吉市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、「倉吉市立小中学校の教育職員の業務量

等の官吏に関する規則」（以下、「規則等」という。）に基づき、指針を参考に職員の「倉吉市立小中学校教

職員の勤務時間の上限に関する方針」（以下「方針」という。）を策定し、倉吉市立小中学校における教職員

のいわゆる「超勤４項目」以外の業務も含めて勤務時間の把握を行い、業務の削減や勤務環境の整備を進める

ものである。

２ 本方針の対象者

本方針は、「公立の義務教育書学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」（以下、「給特法」とい

う。）第２条に規定する教育職員のうち倉吉市立小中学校に勤務する教職員を対象とする。

なお、給特法の対象となっていない事務職員等については、法定労働時間を超えて勤務させる場合には、い

わゆる「３６協定」を締結する中で「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」等に定める時間外勤務の規制が

適用されるものである。

３ 時間外業務時間の上限の目安時間

（１）本方針において対象となる時間外業務時間の考え方

学校における働き方改革を進めるために、教育職員のいわゆる「超勤4項目」以外の業務のための時間も含

めて「時間外業務時間」として勤務時間管理の対象とする。

なお、本方針における時間外業務時間については、規則等に定めるほか、下記のとおりとする。

ア 所定の勤務時間外に、校内で業務を行う時間に加え、校外で業務として行う研修への参加や児童生徒等の

引率等の業務を行う時間も含む時間を時間外業務時間とし、出退勤時間及び時間外業務時間を給与・勤怠

管理システム（以下、「システム」という。）で把握するものとする。

イ 自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う自己研鑽の時間や休憩時間及びその他業務外の時

間、自宅等に落ち帰って業務を行う時間は、本方針における時間外業務時間に含まない。
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（２）上限の目安時間

ア 1ヶ月の時間外業務時間の総時間が、45時間を超えないようにすること。

イ 1年間の時間外業務時間が、360時間を超えないようにすること。

（３）特例的な扱い

ア 上記（２）を原則としつつ、児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により勤務せざるを得ない場合につい

ても、1年間の時間外業務時間が、７２０時間を超えないようにすること。

この場合においては、1ヶ月の時間外業務時間が45時間を超える月は、1年間に６月までにすること。

イ １ヶ月の時間外業務時間が１００時間未満であるとともに、連続する複数月（２か月、３か月、４か月、

５か月、６か月）のそれぞれの期間について、各月の時間外業務時間の１か月あたりの平均が、８０時間

を超えないようにすること。

ウ アの児童生徒等に係る臨時的な特別な事情については、県教育委員会と協議の上、判断するものとする。

４ 時間外業務時間の把握等

本方針の実施にあたって、教職員は、校外の時間や土日、祝日などの校務も含め時間外業務の状況をシステ

ムに入力し、校長は、教職員にシステム入力を徹底させ、本人の報告等を踏まえて教職員の時間外業務時間を

システムにより客観的に日々計測すること。

また、校長は、上限の目安時間の遵守を形式的に行うことを目的化し、真に必要な教育活動をおろそかにし

たり、実際より短い虚偽の時間を記録に残す、または残させたりすることがあってはならないこと。さらに、

上限の目安時間を守るためだけに自宅等に持ち帰って業務を行う時間が増加してしまうことは、本方針のそも

そもの趣旨に反するものであり、厳に避けること。

５ 労働法制の遵守及び教職員の健康確保等

本方針の実施にあたり、県教育委員会及び校長は、休憩時間や休日及び週休日の確保等労働法制を遵守する

とともに、年次有給休暇等の休日について、日常的・計画的に取得することや、まとまった日数連続して取得

することを含めて健康確保に向けた取組を促進すること。

また、教職員の健康及び福祉を確保するため、校長は時間外業務時間が一定時間を超えた教職員への医師に

よる面接指導を実施すること、終業から始業までに一定時間の継続した休息時間を確保すること、必要に応じ

産業医等による助言・指導を受け、また教職員に産業医等による保健指導を受けさせること等に留意しなけれ

ばならないこと。

６ 学校における働き方改革の推進

本方針の実施に当たっては、倉吉市教育委員会及び校長は、倉吉市立小中学校における働き方改革の取組を

一層促進し、教育の質の維持向上を図っていくとともに、保護者も含めて社会全体が本方針等の内容を理解で

きるよう、広く情報発信に努めていくこと。

７ 本方針の達成に向けた取組等

倉吉市教育委員会は、本方針を実現するために実効性のある取組を推進するものとする。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。
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倉吉市立小中学校の教育職員の業務量等の管理に関する規則をここに公布する。

令和２年３月 日

倉吉市教育委員会教育長 小椋 博幸

倉吉市教育委員会規則第 号
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議案第１６号

倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付規則の制定について

次のとおり倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付規則の制定について、本委員会の承認を求め

る。

令和２年３月２３日提出

倉吉市教育委員会教育長 小椋 博幸
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倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付規則の制定について 

 

【制定理由】 

公共交通機関を利用し通学する高校生等の定期券購入費を一部助成することにより、高校生等を抱

える世帯の経済的負担の軽減を目的として、倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付規則を制定す

るものです。 

 

【制定要旨】 

１ この規則の趣旨を定めることとした。 （第１条関係） 

２ この規則の用語の意義を定めることとした。 （第２条関係） 

３ この規則の交付目的を定めることとした。 （第３条関係） 

４ 補助対象者は高校生等の保護者とし、必要な条件を定めることとした。 （第４条関係） 

５ 補助対象経費は１月当たりの通学費から７千円を控除して得た額とし、通学実態がない期間は補

助金の対象に含めないこととした。 （第５条関係） 

６ 補助金は、補助対象経費に通学定期券の月数を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付すること

とした。 （第６条関係） 

７ 補助金の交付申請等を定めることとした。 （第７条関係） 

８ 交付決定にあわせて額の確定をすることとした。 （第８条関係） 

９ 補助金の返還について定めることとした。 （第９条関係） 

10 この規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定めることとし

た。 （第10条関係） 

11 この規則は、令和２年４月１日から施行し、同年４月分の通学費から適用することとした。 

 （附則第１項関係） 

12 令和元年度に倉吉市関金スクールバス事業交付要綱に基づき市長が認定した生徒が、中部圏域外

の高等学校等に引き続き通学する場合は、令和２年度のみ対象とすることとした。 

 （附則第２項関係） 
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倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付規則

（趣旨）

第１条 この規則は、倉吉市高校生等通学費助成事業補助金（以下「補助金」という。）の交付につい

て、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

(１) 高校生等 次に掲げる学校教育法(昭和22年法律第26号)第１条又は第124条に規定する学

校（以下「高等学校等」という。）のうち、県中部圏域（市長が特に認める場合は県内）の高等学

校等に在籍する生徒をいう。

ア 高等学校（定時制及び通信制を含む。）

イ 特別支援学校（高等部に限る。）

ウ 高等専門学校（第１学年から第３学年までに限る。）

エ 専修学校（高等課程に限る。）

(２) 公共交通機関 西日本旅客鉄道及び路線バスをいう。

(３) 路線バス 日ノ丸自動車株式会社又は日本交通株式会社が定期に運行する自動車をいう。

(４) 通学費 高校生等が最も経済的かつ合理的と認められる通学経路において通学するために

当該公共交通機関に支払う通学定期券の費用の合算額をいう。

(５) 通学定期券 自宅と高等学校等との間を継続的に往復するために公共交通機関を利用する

高校生等に対して鉄道事業者又はバス事業者が１月以上の一定期間を利用単位として発行する

定期乗車券をいう。

（交付目的）

第３条 補助金は、高校生等を抱える世帯の経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等を図る

ことで、子どもたちが通学費用を理由に希望する学びを諦めることがないよう支援するとともに、

倉吉市における定住の維持に資することを目的として交付する。

（補助対象者）

第４条 補助金の対象者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる各号のいずれも満たす高校生

等の保護者（親権者、未成年後見人その他当該高校生等と現に生計を一にし、又はその監護を行

う者をいう。以下同じ。）であって補助金の対象期間（以下「補助対象期間」という。）内に倉吉

市に住所を有するものとする。ただし、生活保護法（昭和25年法律第144号）による生業扶助（通

学のための交通費）の受給者及び特別支援教育就学奨励費で通学費の全額を支給されるものを除

く。

(１) 補助対象期間内に倉吉市に住所を有し、高等学校等への通学に当たり、公共交通機関を利

用し、かつ、当該公共交通機関の利用について通学定期券を使用していること。

(２) 高等学校等の在籍期間が、補助金の交付の申請を行う日の属する年度において法令又は当該

高等学校等が定める修業年限を超えていないこと（在籍期間が修業年限を超えることについて

やむを得ない理由があると市長が認めるときを除く。）。

（補助対象経費）

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、１月当たりの通学費(１
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月を超える通学定期券にあっては、購入金額を月数で除した額)から７千円を控除して得た額(１円

未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、鉄道を利用する場合は運賃のみ

を対象とし、特急料金は対象外とする。

２ 前項の通学費には、修業年限の最終学年の３月及び休学期間など通学実態がない期間に係る通学

定期券の金額に相当する額を含めないものとする。

（補助金の交付）

第６条 補助金は、補助対象経費に通学定期券の月数（前条第２項に規定する通学実態のない期間を

除く。）を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。

（補助金の交付申請等）

第７条 補助対象者が補助金の交付を受けようとする場合は、倉吉市高校生等通学費助成事業補助金

交付申請書兼請求書(様式第１号)に次に掲げる書類を添付して、毎年度２月１日から同月末日まで

の間に提出しなければならない。ただし、３月に通学定期券を購入する等の特別な理由がある場合

は、３月１日から３月25日までの間とすることができる。

(１) 使用済の通学定期券又は通学定期券の写し

(２) 通学証明書、学生証その他高等学校等に在籍することを証明する書類の写し

(３) その他市長が必要と認める書類

２ 補助金の交付申請は、高校生等が高等学校等に在籍し、かつ、通学定期券の有効期間が含まれ

る年度内に行わなければならない。

（交付決定及び額の確定）

第８条 市長は、補助対象者から前条第１項の規定による申請を受けた場合は、交付申請を受けた日

から起算して30日を経過する日までの間に補助金の交付を決定し、あわせて補助金の額を確定する

ものとする。

２ 補助金の交付決定通知及び交付額確定通知は、様式第２号によるものとする。

（補助金の返還）

第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは

一部を返還させるものとする。

(１) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(２) 補助金の交付条件に違反したとき。

（補則）

第10条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和２年４月１日から施行し、同年４月分の通学費から適用する。

（経過措置）

２ 令和元年度に倉吉市関金スクールバス事業交付要綱に基づき市長が認定した生徒が、中部圏域外

の高等学校等に引き続き通学する場合は、令和２年度に限り第８条の交付決定を受けたものとみな

す。
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年度倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付申請書兼請求書

年 月 日

倉吉市長

倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付規則第７条の規定により、補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申

請します。申請に当たり、審査のため、倉吉市が通学状況及び定期券購入状況について調査することに同意します。

様式第２号(第８条関係)

申

請

者

ふりがな

生徒との続柄
氏 名

現住所
〒 電話番号

（日中連絡のつく番号）

生
徒
氏
名

ふりがな 生年月日（和暦）

年 月 日（ ）歳氏 名

現住所
〒

※申請者と異なる場合に記入

学校
・学年

学校

年生

中部圏域外の学校に通学

する場合は特別な理由を記入

通学定期券区間
【鉄道】 〔 〕 ～ 〔 〕

【バス】 〔 〕 ～ 〔 〕

定期券利用開始日 定期券利用終了日
有効月数

(１･３･６箇月又は端数日数)
定期券購入金額 Ａ[１箇月当たりの経費]

年 月 日 年 月 日 箇月(端数 日) 円 円

年 月 日 年 月 日 箇月(端数 日) 円 円

年 月 日 年 月 日 箇月(端数 日) 円 円

年 月 日 年 月 日 箇月(端数 日) 円 円

年 月 日 年 月 日 箇月(端数 日) 円 円

年 月 日 年 月 日 箇月(端数 日) 円 円

年 月 日 年 月 日 箇月(端数 日) 円 円

年 月 日 年 月 日 箇月(端数 日) 円 円

【上記Ａの説明】〔１箇月当たりの経費の算定方法〕

定期券購入金額を定期券の有効月数(１・３・６)で除

した金額(１円未満切捨て)

（Ｂ）Ａから7,000円を控除し

た金額

（Ｂ） 円

（Ｃ）申請額

Ｂに有効月数を乗じた金額

（Ｃ） 円

補助金が交付決定された場合は、下記の振込先口座へ振り込んでください。

振

込

先

ふ り が な
預 金

種別
普通 ・ 当座口座名義人

（※申請者名義）

㊞

金 融

機関名

銀行 金庫 本店

支店

組合 農協 出張所

口 座

番号

市記入欄
交付決定年月日

（ 請求年月日 ）

年 月 日
交付決定額 円

様式第１号(第７条関係)

※ 補助額は定期券１箇月当たり 7,000円を超えた金額です。

(３箇月以上の定期券の場合は月割りして 7,000円を超えた金額(１円未満の端数切捨て))

〔添付書類〕

１ 使用済の通学定期券又は通学定期券の写し

２ 在学証明書、学生証その他高等学校等に在籍することを証明する書類の写し

３ 金融機関名・口座番号・名義人の情報が分かる通帳の写し

鉄道

バス

鉄道

バス

鉄道

バス

鉄道

バス

鉄道

バス

鉄道

バス

鉄道

バス

鉄道

バス

印
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様式第２号（第８条関係）

年 月 日

様

倉吉市長 印

年度倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付決定及び額の確定通知書

年 月 日付で申請のありました倉吉市高校生等通学費助成事業補助金については、倉吉

市高校生等通学費助成事業補助金交付規則第８条第１項の規定に基づき、次のとおり交付決定及び額

の確定をしたので、通知します。

記

１ 対象事業

補助金の対象事業は、倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付事業とし、その内容は申請書に

記載のとおりとする。

２ 交付決定額等

(１) 交付申請額 金 円( 年 月分～ 年 月分)

(２) 交付決定額 金 円( 年 月分～ 年 月分)

３ 交付額の確定

補助金の確定額は、交付決定額のとおりとする。

４ 補助金の支払日 年 月 日

21



2010/11/29現在

施策体系図

教
育
理
念

豊
か
な
心
を
持
ち

自
立
し
て
生
き
る

未
来
を
拓
く
人
づ
く
り

教 育 大 綱

・ＰＴＡ連合会との共催による研修会等の実施
・地域未来塾を通した家庭学習の支援

・生涯にわたる学びの保障、機会の提供と環境整備
・学習の成果を地域や社会へ還元できるしくみや活躍の場つくり
・地域、社会で活躍する主体的な市民の育成と団体への活動支援
・将来の地域や社会を担う青少年の育成

・地域学校委員会（倉吉版コミュニティ・スクール）活性化の推進
・倉吉市小中学校一斉公開の実施 ・ＨＰ等を活用した情報発信の推進

・保育園・認定こども園と小学校間の連携カリキュラムの活用推進

・福祉部局と連携した支援体制の継続・充実

・倉吉特有の歴史、芸術、民俗、産業、自然科学などテーマ性のある展示の展開
・市展・創作文華展の開催など市民の創作活動や展示発表への支援
・市民が地域を理解し、市民の学習意欲に応えられる講座、自然観察会、体験活
動、出前授業の開催
・安全・快適で誰もが利用しやすい鑑賞環境の整備と鳥取県立美術館との連携

・学びの質を高めるためのＩＣＴ機器の整備（再掲） ・体育施設等の整備充実
・学校施設の適正な維持管理 ・防災拠点となる学校整備

・人権教育の充実 ・倉吉市いじめ防止対策方針の見直し・改善
・情報モラル教育の推進

・学校体育の充実 ・児童生徒の健康管理のための諸検査の実施
・スポーツ活動機会の充実 ・子どもの年齢（成長）、性差などによる体力づくりの推進
・生涯・障がい者スポーツによる体力づくりの推進

・適切な栄養の摂取ができる給食の実施
・豊かな心、望ましい食習慣を育む食育の推進
・給食時間を楽しく過ごすための支援 ・食物アレルギー対応の実施
・施設・設備の維持管理 ・スポーツ振興に関する食育の推進

・小中学校におけるふるさと学習の推進 ・小中学校リーダー研修会の推進
・倉吉独自の教材を活用した学習や活動の推進
・倉吉特有の歴史、芸術、民俗、産業、自然科学などテーマ性のある展示の展開【再掲】
・倉吉ゆかりの作家の顕彰とまちに文化の潤いをもたらす全国に誇れる美術賞の開催
・市民が地域を理解し、市民の学習意欲に応えられる講座、自然観察会、体験活動、出前授業の開催【再掲】

・支援を必要とする児童生徒を支える学校体制作り

・生涯にわたる一貫した支援のための福祉部局との連携

・児童生徒の実態に応じた教室の開設・指導の充実

・各校の教育課題に応じた人的配置 ・学校計画訪問での指導・助言

・キャリアに応じた職能研修会の実施 ・校務支援システムの一層の活用

・教員の指導力向上のためのＩＣＴ支援員の配置 ・学校共同事務室の設置

〔主要施策〕

・図書館資料の収集・提供の充実

・読書活動の推進（講演会・研修会・ブックスタートなど）

・レファレンスサービス（調べもの相談）の充実 ・ニーズに応じたサービスの提供

・図書館ボランティアや各種機関との連携

・倉吉交流プラザ、倉吉パークスクエア内広場の利用促進

・倉吉パークスクエア各施設の安全管理の徹底

・協議会、説明会の開催 ・適正配置の計画、立案 ・適正配置の段階的な実施

・市内に存在する文化財の調査と保護 ・文化財に触れる機会の創出と伝承

・伝統的建造物群の保存・活用の推進 ・史跡の整備と活用の推進

・
創
造
性
を
培
い
、
豊
か
な
心
と
健
や
か
な
身
体
を
養
う
。

・
幅
広
い
知
識
を
身
に
付
け
、
自
立
し
て
生
き
る
力
を
養
う
。

・
社
会
の
一
員
と
し
て
、
多
様
な
人
と
と
も
に
、
協
働
す
る
力
を
養
う
。

・「主体的・対話的で深い学び」の実現をめざした授業改善推進
・小学校における教科担任制の導入促進 ・キャリア教育の推進
・各種学力調査結果の分析と課題等の公表
・教員の資質・能力向上のための研修
・学びの質を高めるためのＩＣＴ機器の整備

・小中学校各種体育大会への参加支援 ・中学校運動部活動への支援

・スポーツ団体の育成・指導者の養成 ・競技スポーツの振興

・生涯スポーツの振興 ・障がい者スポーツの普及・啓発

・身近な学びの場、住民がつどう地域の拠点としての公民館活動の充実

・人づくり、地域づくりにつながる公民館の機能強化

・多様な主体との連携協働による公民館事業

・公民館職員の研修の充実と資質向上 ・公民館の環境整備と情報発信の充実

教
育
委
員
会
の
機
能
強
化

１

社
会
全
体
が
協
働
し
学
び
続
け

る
環
境
づ
く
り

２

創
造
性
を
培
い
、
自
立
性
・
自
主

性
を
養
う
学
校
教
育
の
推
進

５

文
化
資
源
の
保
存
活
用
と
文
化
・
芸
術
の

振
興

４

た
く
ま
し
く
健
や
か
な
心
と

体
づ
く
り
の
推
進

３

安
心
・
安
全
な
教
育
環
境
の
充
実

家庭教育の充実

開かれた学校づくりの

推進

地域力を育む社会教育

の推進

公民館活動の推進

知る喜びを感じる博物

館

豊かな心を育む図書館

幼児教育の充実

学力向上の推進

〔基本施策〕

特別支援教育の充実

組織的・機能的な学校経

営

安心して教育を受ける

機会の推進

学校の適正配置の推進

教育環境の整備充実

たくましい体の育成

人権尊重社会の担い手

づくり

学校給食の充実、食育の

推進

体育・スポーツの振興

倉吉に誇りと愛着を持

つ子どもの育成

知る喜びを感じる博物

館【再掲】

文芸活動の支援と地域

への愛着の醸成

・細やかな指導を行うための人的配置 ・相談体制の充実

・情報活用能力の育成 ・ＩＣＴ利活用のための指導環境の整備

・就学援助事業などの周知と適切な執行

・倉吉市教育振興基金の活用 ・奨学金制度の実施

・倉吉のアイデンティティを形成する資料の収集・保存の継続

・正確な情報に基づいた展示や教育普及活動を行うための調査・研究の充実

・倉吉特有の歴史、芸術、民俗、産業、自然科学などテーマ性のある展示の展開【再掲】

・倉吉ゆかりの作家の顕彰とまちに文化の潤いをもたらす全国に誇れる美術賞の開催【再掲】

・市民が全国レベルの作家や作品にふれる特別展など鑑賞機会の提供

・市展・創作文華展の開催など市民の芸術創作活動や展示発表への支援【再掲】

・市民が地域を理解し、市民の学習意欲に応えられる講座、自然観察会、体験活

動、出前授業の開催【再掲】

・安全・快適で誰もが利用しやすい鑑賞環境の整備と鳥取県立美術館との連携【再掲】

・文芸活動の支援（山上憶良短歌・倉吉文芸など）

文化財の保存、活用、伝

承

〔教育目標〕
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